
市

長

が

「

個

人

市

民

税

の

減

免

措

置

の

廃

止

」

を

提

案

し

て

い

ま

す

。

議

会

で

、

月

日

に

審

議

さ

10

20

れ

、

同

日

に

採

決

の

予

27

定

で

す

。

現

行

制

度

（

左

表

）

の

減

免

を

な

く

そ

う

と

の

提

案

で

す

。
「

非

課

税

」

が

「

課

税

」

に

変

わ

れ

ば

、

非

課

税

を

要

件

と

す

る

他

の

福

祉

制

度

に

も

影

響

を

与

え

ま

す

。

こ

れ

も

大

問

題

で

す

（

右

下

表

に

例

示

）
。

実

施

は

20

24

年
度
か
ら
と
の
こ
と
で
す
。

市

長

の

言

う

、

廃

止

の

一

番

大

き

な

理

由

と

、

井

上

議

員

の

反

論

を

紹

介

し

ま
す
。

◎

市

長

「

所

得

割

非

課

税

の

場

合

で

も

均

等

割

を

払

う

の

は

、

地

域

社

会

の

会

費

を

住

民

が

負

担

す

る

、

と
の
趣
旨
」
。

●

井

上

議

員

「

住

民

税

＝

町

会

費

論

と

言

わ

れ

て

い

ま

す

。

道

路

整

備

な

ど

市

の

サ

ー

ビ

ス

の

利

益

を

受

け

て

い

る

見

返

り

だ

か

ら

所

得

無

関

係

の

一

律

、

と

の

理

屈

で

す

が

、

ム

ダ

な

大

型

事

業

な

ど

は

見

返

り

ど

こ

ろ

か

、

強

制

的

に

取

り

立

て

た

税

金

を

余

計

な

こ

と

に

使

っ

て

い

ま

す

。

税

金

と

は

、

市

の

各

施

策

と

の

一

対

一

の

関

係

で

は

あ

り

ま

せ

ん

。

均

等

割

は

低

所

得

ほ

ど

負

担

割

合

が

高

く

な

る

不

平

等

な

仕

組

み
で
す
。
税
金
は
所
得
（
能

力

）

に

応

じ

て

＝

応

能

負

担
＝
が
原
則
な
の
に
、
（
何

の

利

益

か

不

明

で

す

が

）

利

益

を

受

け

て

い

る

か

ら

と

、

応

益

負

担

と

い

う

考

え

方

を

政

府

な

ど

が

振

り

ま

い

て

い

ま

す

。

均

等

割

は

応

益

負

担

の

典

型

で

、

廃

止

し

て

所

得

割

に

一

本

化
す
べ
き
で
す
。

ち

な

み

に

所

得

割

も

所

得
無
関
係
の
一
律
８
％
で
、

所

得

が

違

え

ば

当

然

税

額

も

違

い

ま

す

が

、

こ

れ

も

高

額

所

得

者

優

遇

税

制

の

一

つ

で

す

。

昔

は

税

率

も

所

得

に

よ

る

段

階

制

で

し

た

。

こ

れ

が

真

に

平

等

な

税

金

の

在

り

方

で

す

。

庶

民

イ
ジ
メ
の

オ
ン

パ
レ
ー
ド

＝

月
か
ら
生
活

10
保

護

費

値

下

げ

＝

国

と

市

が

保

護

費

を

値

下

げ

（

世

帯

に

よ

る

）
。

左
は
市
発
行
の
事
例
紹
介
。
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市
民
税
の
減
免
措
置
が
廃
止
に

市
民
税
の
減
免
措
置
が
廃
止
に

!?!?

近
く
の
福
祉
施
策
に
も
影
響
が
及
ぶ

50

首
相
「
自
助
」
の
京
都
版
具
体
化
か

今現在の制度

対 象 要件（対象になる条件） 減免割合

所得割のか 所得割の納税義務のない人 全 額

からない人

少額 総所得金額等の合計額が（５０万円 均等割５割

所得者 ＋扶養親族数×３５万円）以下(※) 所得割３割

(※)扶養親族２人目からは３０万円

個人市民税は、

①所得に応じて計算される所得割（しかし実際は

所得無関係に一律、所得×８％です＝大問題）と、

②所得に無関係に一律の均等割、を足したもので

す。上の現行制度の基本は、所得割のかからない

人は均等割も免除ということです。

対象になる場合は府民税も同じ扱いとなります。

会社等が払う法人市民税もあります。

改悪が改悪を呼ぶ施策例

施 策 例 影 響 例

障害福祉サービス 新たな負担

難病医療費 値上げ

老人医療 値上げ

高齢者インフル 新たな負担

エンザ予防接種

国民健康保険 値上げ

後期高齢者医療 値上げ

介護保険 値上げ

学童保育 値上げ

高校進学支援 対象外に

ひとり親支援 新たな負担

保育料 新たな負担

などなど４０数事業に及ぶ

非課税だった人が今回の改悪で課

税になると上の例のような影響が

申請によって国保料がゼロにな
りました（南区の K さん）。


